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基基
地地
協協
がが
国国
会会
議議
員員
とと
のの
情情
報報
連連
絡絡
会会
をを
開開
催催

全
国
市
議
会
議
長
会
基
地
協
議

会
（
会
長
�
市
岡
博
道
佐
世
保
市

議
会
議
長
）
は
10
月
12
日
、
海
運

ビ
ル
で
、
正
副
会
長
・
監
事
・
相

談
役
会
（
2
面
に
掲
載
）
の
後
、

基
地
関
係
国
会
議
員
と
の
情
報
連

絡
会
を
開
催
し
た
。
こ
の
情
報
連

絡
会
は
、
初
め
て
開
催
し
た
8
月

に
続
い
て
、
2
回
目
の
開
催
と
な

る
（
初
開
催
の
模
様
は
本
紙
1
9

8
8
号
2
面
参
照
）
。

会
議
冒
頭
、市
岡
会
長
か
ら「
情

報
連
絡
会
は
本
日
で
第
2
回
目
と

な
る
。
出
席
の
国
会
議
員
の
方
々

に
は
、
安
全
保
障
環
境
が
一
層
厳

し
さ
を
増
す
中
、
基
地
関
係
市
町

村
の
果
た
す
役
割
を
十
分
賢
察
の

上
、
29
年
度
基
地
対
策
関
係
予
算

の
所
要
額
確
保
に
向
け
、
特
段
の

支
援
を
お
願
い
し
た
い
」
旨
の
挨

拶
が
あ
っ
た
。

続
い
て
、
出
席
国
会
議
員
の
紹

介
、
挨
拶
が
あ
っ
た
（
出
席
国
会

議
員
は
下
掲
）
。

基
地
関
係
対
策
関
係
施
策
の
充

実
強
化
に
関
す
る
要
望
陳
述
で
は
、

市
岡
会
長
か
ら
、
7
月
の
第
85
回

理
事
会
で
決
定
し
た
要
望
書
の
重

点
要
望
（
本
紙
1
9
8
1
・
2
号

1
面
参
照
）
を
基
に
、
概
算
要
求

の
状
況
な
ど
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら

要
望
し
た
（
要
望
陳
述
は
2
面
に

掲
載
）
。

要
望
事
項
等
に
つ
い
て
の
意
見

交
換
で
は
、
は
じ
め
に
、
市
岡
会

長
か
ら
、
8
月
の
情
報
連
絡
会
で

回
答
を
受
け
た
29
年
3
月
末
で
失

効
す
る
再
編
特
措
法
（
駐
留
軍
等

の
再
編
の
円
滑
な
実
施
に
関
す
る

特
別
措
置
法
）
の
延
長
に
関
し
、

そ
の
後
の
状
況
に
つ
い
て
情
報
提

供
を
求
め
、
出
席
し
た
国
会
議
員

か
ら
そ
れ
ぞ
れ
情
報
提
供
を
受
け

た
。
そ
の
後
も
閉
会
ま
で
意
見
交

換
を
行
っ
た
。

※
出
席
国
会
議
員

【
本
人
出
席
】

▽
竹
内
譲
（
衆
議
院
総
務
委
員

長
）▽
横
山
信
一（
参
議
院
総
務

委
員
長
）▽
宇
都
隆
史（
同
外
交

防
衛
委
員
長
）▽
寺
田
稔（
自
由

民
主
党
国
防
部
会
長
）▽
濵
地

雅
一（
公
明
党
安
全
保
障
部
会

長
）▽
今
津
寛（
自
由
民
主
党
防

衛
施
設
問
題
に
関
す
る
議
員
連

盟
会
長
）▽
武
田
良
太（
同
議
連

幹
事
長
）▽
佐
藤
正
久（
同
議
連

事
務
局
長
）

【
代
理
出
席
】

▽
山
口
壯（
衆
議
院
安
全
保
障

委
員
長
）

本
会
が
取
り
ま
と
め
た
「
平
成
28
年
度
市
議
会
の
活
動
に
関
す
る

実
態
調
査
結
果
」に
つ
い
て
、
前
号（
上
）（
本
紙
1
9
9
0
・
1
号
1

・
2
面
参
照
）に
引
き
続
き
、
今
号（
下
）で
は
、
4
面
に
、
過
去
の
調

査
結
果
も
取
り
上
げ
な
が
ら
掲
載
す
る
。

な
お
、
調
査
結
果
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る
。
ま
た
、

後
日
、
全
市
区
へ
発
送
す
る
。

市
議
会

実
態
調
査
結
果【

4
面
に
掲
載
】

4面
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市市
岡岡
会会
長長
要要
望望
陳陳
述述
要要
旨旨

1

基
地
交
付
金
・
調
整
交
付
金

（
総
務
省
所
管
）の
所
要
額
確
保
等

基
地
交
付
金
2
8
3
億
4
0
0

0
万
円
（
前
年
度
同
額
）
、
調
整

交
付
金
72
億
円（
同
）の
概
算
要
求

額
の
満
額
確
保
と
、
基
地
交
付
金

の
対
象
資
産
の
範
囲
を
自
衛
隊
の

使
用
す
る
全
資
産
へ
の
拡
大
を
お

願
い
し
た
い
。
調
整
交
付
金
は
、

8
月
の
概
算
要
求
の
基
本
的
な
方

針
で
裁
量
的
経
費
に
区
分
さ
れ
、

前
年
度
当
初
予
算
額
の
90
％
相
当

額
ま
で
の
要
求
と
さ
れ
た
が
、
基

地
交
付
金
と
同
様
の
性
格
を
有
す

る
の
で
、
今
後
は
10
％
の
マ
イ
ナ

ス
シ
ー
リ
ン
グ
の
対
象
で
は
な
く
、

義
務
的
経
費
と
し
て
取
り
扱
う
こ

と
を
お
願
い
し
た
い
。

2

基
地
周
辺
対
策
経
費
（
防
衛

省
所
管
）
の
所
要
額
確
保
等

基
地
周
辺
対
策
経
費
概
算
要
求

額
1
2
4
0
億
9
0
0
0
万
円

（
�
歳
出
ベ
ー
ス
。
前
年
度
48
億

7
2
0
0
万
円
増
）
の
満
額
確
保

と
、
基
地
周
辺
対
策
事
業
の
適
用

基
準
の
さ
ら
な
る
緩
和
。
特
に
、

ジ
ェ
ッ
ト
飛
行
場
や
砲
撃
演
習
場
、

面
積
の
広
大
な
防
衛
施
設
を
抱
え

る
特
定
防
衛
施
設
関
連
市
町
村
に

対
し
交
付
さ
れ
て
い
る
調
整
交
付

金
の
満
額
確
保
を
お
願
い
し
た
い
。

在
日
米
軍
再
編
に
伴
い
負
担
増

と
な
る
関
係
市
町
村
へ
の
十
分
な

支
援
措
置
。
特
に
、
10
年
間
の
時

限
立
法
（
平
成
29
年
3
月
31
日
失

効
）
で
あ
る
再
編
特
措
法
の
失
効

時
期
の
延
長
に
よ
る
再
編
交
付
金

の
引
き
続
き
の
交
付
、
所
要
額
確

保
、
交
付
期
間
の
延
長
を
お
願
い

し
た
い
。

オ
ス
プ
レ
イ
の
安
全
性
へ
の
国

民
の
不
安
が
払
拭
さ
れ
て
は
い
な

い
の
で
、
日
米
合
同
委
員
会
で
合

意
さ
れ
た
安
全
確
保
策
の
遵
守
と
、

配
備
や
飛
行
訓
練
等
に
つ
い
て
、

関
係
市
町
村
へ
の
引
き
続
き
の
十

分
な
説
明
、
情
報
提
供
を
お
願
い

し
た
い
。

中
期
防
衛
力
整
備
計
画
に
基
づ

き
、
基
地
の
機
能
・
運
用
な
ど
の

変
更
を
検
討
す
る
場
合
、
関
係
市

町
村
の
実
情
、
地
域
の
意
見
へ
の

十
分
な
配
慮
を
お
願
い
し
た
い
。

【
1
面
に
記
事
】

基
地
協
が
役
員
会
を
開
催

全
国
市
議
会
議
長
会
基
地
協
議

会
（
会
長
�
市
岡
博
道
佐
世
保
市

議
会
議
長
）
は
10
月
12
日
、
海
運

ビ
ル
で
正
副
会
長
・
監
事
・
相
談

役
会
を
開
催
し
た
（
基
地
関
係
国

会
議
員
と
の
情
報
連
絡
会
（
1
面

に
掲
載
）
の
前
に
開
催
）
。

会
議
で
は
、市
岡
会
長
か
ら「
本

協
議
会
の
最
重
点
要
望
で
あ
る
基

地
対
策
関
係
予
算
の
所
要
額
確
保

の
た
め
、
一
致
団
結
し
、
力
強
い

要
望
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
が
何

よ
り
重
要
で
あ
る
」
な
ど
の
挨
拶

が
あ
っ
た
。
続
い
て
、
事
務
報
告

を
了
承
し
、
協
議
に
入
っ
た
。

協
議
で
は
、
基
地
対
策
関
係
施

策
の
充
実
強
化
に
関
す
る
要
望
案
、

29
年
度
負
担
金
算
出
基
準
案
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
原
案
の
通
り
、

11
月
21
日
開
催
の
第
86
回
理
事
会

に
提
案
す
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、

基
地
関
係
国
会
議
員
と
の
情
報
連

絡
会
の
運
営
、
理
事
会
及
び
衆
・

参
基
地
関
係
委
員
会
委
員
と
の
要

望
懇
談
会
の
運
営
、
今
後
の
運
営

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
説
明
の
通

り
運
営
す
る
こ
と
と
し
た
。

事事
務務
局局
職職
員員
研研
修修
会会

大
田
区
産
業
プ
ラ
ザ
で
開
催

本
会
は
「
第
64
回
全
国
市
議
会

事
務
局
職
員
研
修
会
」
を
平
成
29

年
1
月
18
日
・
19
日
の
2
日
間
、

大
田
区
産
業
プ
ラ
ザ
で
開
催
し
ま

す
（
昨
年
の
会
場
と
は
異
な
り
ま

す
の
で
ご
留
意
く
だ
さ
い
）
。

1
日
目
は
、
篠
原
俊
博
・
総
務

省
自
治
行
政
局
行
政
課
長
の
講
演

の
後
、
安
藤
幸
宏
・
飯
能
市
議
会

事
務
局
議
会
総
務
課
長
か
ら
、
タ

ブ
レ
ッ
ト
型
端
末
の
導
入
に
つ
い

て
、
講
演
が
あ
り
ま
す
。

2
日
目
は
、
芳
野
政
明
・
広
報

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
か
ら
、
議
会
広

報
に
つ
い
て
、
講
演
が
あ
り
ま
す
。

午
後
か
ら
は
、
議
会
運
営
に
つ
い

て
、
本
会
調
査
広
報
部
職
員
の
講

演
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

開
催
案
内
は
9
月
30
日
付
け
で

各
市
区
議
会
事
務
局
へ
送
付
し
て

い
ま
す
の
で
、
12
月
16
日
ま
で
に

出
席
報
告
書
に
て
フ
ァ
ク
ス
で
ご

報
告
く
だ
さ
い
。
詳
細
は
本
会
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

第第
22
次次
補補
正正
予予
算算
がが
成成
立立

平
成
28
年
度
第
2
次
補
正
予
算

が
10
月
11
日
、
参
議
院
本
会
議
で

可
決
し
、
成
立
し
た
。

歳
入
・
歳
出
合
計
は
3
兆
2
8

6
9
億
円
（
概
要
は
本
紙
1
9
8

8
号
6
面
参
照
）
。
第
2
次
補
正

予
算
の
成
立
に
よ
り
、
28
年
度
一

般
会
計
予
算
の
総
額
は
、
1
0
0

兆
87
億
円
と
な
っ
た
。

▼
議
長

▽
小
矢
部

中
西
正
史（
9
・
5
）

▽
交
野

野
口
陽
輔（
9
・
5
）

▽
土
佐
清
水

仲
田

強（
9
・
5
）

▽
箕
面

林

恒
男（
9
・
6
）

▽
大
洲

福
積
章
男（
9
・
13
）

▽
安
芸

吉
川
孝
勇（
9
・
14
）

▽
高
砂

砂
川
辰
義（
9
・
16
）

▽
吉
野
川

北
川

麦（
9
・
16
）

▽
海
津

森

昇（
9
・
20
）

▽
八
潮

服
部
清
二（
9
・
21
）

▽
八
街

小
髙
良
則（
9
・
23
）

▼
副
議
長

▽
小
矢
部

中
田
正
樹（
9
・
5
）

▽
秦
野

古
木
勝
久（
9
・
5
）

▽
交
野

片
岡
弘
子（
9
・
5
）

▽
土
佐
清
水

西
原
強
志（
9
・
5
）

▽
箕
面

中
嶋
三
四
郎（
9
・
6
）

▽
高
砂

藤
森

誠（
9
・
13
）

▽
大
洲

上
田
栄
一（
9
・
13
）

▽
安
芸

小
松

進（
9
・
14
）

▽
氷
見

荻
野
信
悟（
9
・
16
）

▽
加
賀

稲
垣
清
也（
9
・
20
）

▽
海
津

藤
田
敏
彦（
9
・
20
）

▽
金
沢

高
岩
勝
人（
9
・
21
）

▽
八
潮

岡
部
一
正（
9
・
21
）

▽
八
街

小
菅
耕
二（
9
・
23
）

▼
事
務
局
長

▽
燕

幸
田

博（
4
・
1
）

▽
射
水

明
神

栄（
4
・
1
）

▽
宮
若

有
田
勇
二（
4
・
1
）

激激
甚甚
災災
害害
指指
定定
をを
閣閣
議議
決決
定定

政
府
は
10
月
7
日
、
閣
議
に
お

い
て
、
9
月
23
日
に
公
布
・
施
行

さ
れ
た
、
8
月
16
日
か
ら
9
月
1

日
ま
で
の
暴
風
雨
・
豪
雨
に
よ
る

災
害
に
つ
い
て
の
激
甚
災
害
の
指

定
と
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に

関
す
る
政
令
（
1
9
9
0
・
1
号

3
面
参
照
）
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令
を
決
定
し
た
（
10
月
13
日
公

布
・
施
行
）
。

激
甚
災
害
に
適
用
す
べ
き
措
置

と
し
て
、
全
国
を
対
象
に
、
水
産

動
植
物
の
養
殖
施
設
の
災
害
復
旧

事
業
に
対
す
る
補
助
措
置
が
追
加

さ
れ
た
（
本
激
）
。
被
害
見
込
額

は
10
・
7
億
円
（
う
ち
北
海
道
内

8
・
5
億
円
）
。

議議
会会
人人
事事

役員会の模様（挨拶する市岡会長）

挨拶する市岡会長

第1992号 平成28年10月25日 （2）全 国 市 議 会 旬 報



総総
務務
大大
臣臣
表表
彰彰
式式
がが
挙挙
行行

平
成
28
年
度
市
町
村
長
及
び
市

町
村
議
会
議
長
総
務
大
臣
表
彰
式

が
10
月
5
日
、
全
国
町
村
会
館
で

挙
行
さ
れ
た
（
被
表
彰
者
16
名
。

本
会
の
被
表
彰
者
は
い
な
か
っ

た
）
。

表
彰
は
、
市
区
町
村
長
と
し
て

通
算
20
年
以
上
、
市
区
町
村
議
会

議
長
と
し
て
通
算
12
年
以
上
在
職

し
、
地
方
自
治
の
発
展
に
功
労
が

あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
者
が
対
象

と
な
る
。

表
彰
式
で
は
、
高
市
早

苗
・
総
務
大
臣
の
代
理
と

し
て
、
原
田
憲
治
・
総
務

副
大
臣
か
ら
式
辞
が
述
べ

ら
れ
た
後
、
表
彰
状
並
び

に
記
念
品
贈
呈
、
来
賓
祝

辞
、
ほ
か
の
来
賓
と
総
務

省
の
紹
介
、祝
電
披
露
、謝

辞
が
あ
っ
た
。

本
会
か
ら
、
岡
下
勝
彦

会
長（
高
松
市
議
会
議
長
）

が
来
賓
と
し
て
出
席
し
、

衆
参
総
務
委
員
長
、

全
国
町
村
会
会
長
に

続
い
て
、
祝
辞
を
述

べ
て
い
る
。

提提
案案
募募
集集
でで
第第
22
次次
回回
答答
をを
公公
表表

内
閣
府
は
10
月
6
日
（
一
部
は

7
日
）
、
28
年
の
提
案
募
集
方
式

に
つ
い
て
、
関
係
府
省
の
第
2
次

回
答
を
公
表
し
た
。
本
紙
で
は
、

こ
の
う
ち
、
本
紙
1
9
8
3
号
で

取
り
上
げ
た
提
案
団
体
が
市
の
み

と
な
る
重
点
事
項
10
件
（
同
号
4

面
参
照
）
に
つ
い
て
、
第
1
次
回

答（
本
紙
1
9
8
7
号
3
面
参
照
）、

地
方
分
権
改
革
有
識
者
会
議
が
提

示
し
た
主
な
再
検
討
の
視
点
（
本

紙
1
9
8
9
号
3
面
参
照
）
を
踏

ま
え
、
表
に
ま
と
め
た（
表
参
照
）。

こ
れ
ら
提
案
募
集
の
状
況
、
提
案

募
集
に
関
連
す
る
会
議
な
ど
は
内

閣
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

ttp://

w
w
w
.cao.g

o.jp/bu
n
k
en-

su
ish
in
/teian

bosy
u
/2016

/in
dex- h

28.h
tm
l

）
か
ら
閲

覧
で
き
る
。

第
2
次
回
答
を
受
け
、
10
月
7

日
か
ら
、
地
方
分
権
改
革
有
識
者

会
議
（
座
長
�
神
野

直
彦
・
東
京
大
学
名

誉
教
授
）
の
提
案
募

集
検
討
専
門
部
会

（
部
会
長
�
髙
橋
滋

・
一
橋
大
学
大
学
院

教
授
）
で
関
係
府
省

か
ら
の
集
中
ヒ
ア
リ

ン
グ
が
行
わ
れ
た
。

今
後
は
、
事
務
折

衝
、
政
務
折
衝
な
ど

を
経
て
、
12
月
中
に

は
対
応
方
針
が
閣
議

決
定
さ
れ
る
予
定
と

な
っ
て
い
る
。

①第1次回答②主な再検討の視点③第2次回答

①児童館、地縁団体の会館施設は現行施行令で設置可能。
②施行令に明記すべきでは。
③施行令の柔軟な解釈が可能。通知で周知を図る（児童館は条例追加可能。
公益上重要な排他独占的施設は公園の一部廃止により設置可能）。

①混乱が予想されるため、再任用不可。
②自治体同士の協定に限定し、再任用可能な制度を検討すべきでは。
③同制度での対応困難、改正の必要性乏しい。任期付職員制度で対応可
能なため、8月末に市町村に周知済み、今後も更なる周知を行う。

①支援新制度の根本理念に反するため、対応は困難。
②理念と実態が乖離。詳細な調査により、地域の実態に応じた保育必要
量区分に見直し、市町村の裁量を拡大すべきでは。
③地方分権改革推進室と行う実態調査結果を踏まえ、対応を検討する。

①「子ども・子育て会議」に諮った上、対応を検討。
②都道府県の認定による認定期間の遅れという支障を明確にした上で議
論し、年末の閣議決定へ向け、早急に結論を出されたい。
③次回の「子ども・子育て会議」に諮り、対応を検討する。

①両サービスの低下、運営への支障が危惧され、対応は困難。
②類似事業があり、可能な条件設定を示すべきでは。
③対応は困難。類似事業例を示した各自治体宛事務連絡を発出する。

①他の中核市や中核市市長会の意見を聞き、検討を進める。
②今年度できるものは速やかに進めるべき。
③9月中に全中核市に意見聴取し、その結果等を踏まえ検討する。

①機動的な対応には、児童委員と民生委員が兼ねる体制が望ましい。
②時代も変わり、民生委員と兼ねない児童委員制度の創設が必要では。
③現体制が望ましい。主任児童委員制度など現行制度を活用されたい。

①本人確認のため、変更事項の記載が必要。
②事務負担、住民サービス低下等を考慮し、制度を見直すべきでは。
③厳格な本人確認のため、追記不要は不可。事務負担は、制度の根幹を
変更しない前提での対応は、要望あれば可能性含め引き続き検討する。

①現行法で対応可能。
②法律上、明確に規定すべきでは。
③関係市町村への周知も含め都道府県宛通知で対応する。

①既に実施済み。
②29年度からスムーズに適用し運用できるよう、市町村に周知されたい。
③市町村に確実に周知する。

提案名（関係省庁）

「都市公園に設置できる施設に関する規制緩
和」（国土交通省）

「他自治体において退職した職員に係る再任
用制度の規制緩和」（総務省）

「子ども・子育て支援新制度下における保育
短時間制度の見直し」（内閣府、厚生労働
省）

「施設型給付費等に係る『処遇改善等加算』の
加算率の認定に関する事務権限の都道府県
から指定都市・中核市への移譲」（内閣府、
文部科学省、厚生労働省）

「延長保育又は一時預かりと放課後児童クラ
ブを併設運営する場合の職員配置基準等の
緩和」（内閣府、厚生労働省）

「指定障害児通所支援事業者の指定等の権限
の都道府県から中核市への移譲」（厚生労働
省）

「民生委員とは別の者が児童委員になること
ができるよう見直し」（厚生労働省）

｢マイナンバー法上の通知カードの券面事項
の住所変更に係る追記事務の廃止」（総務
省）

「砂利採取計画の認可事務等について、市町
村が関与する機会の拡大」（経済産業省、国
土交通省）

｢市町村において照会可能な年金記録の範囲
の拡大｣（厚生労働省）

提案団体

釧路市、
八王子市

川口市

箕面市、
高知市、
倉敷市

宇都宮市

東広島市

大分市

広島市

豊田市

滑川市

広島市

番号

2

8

10

11

15

17

18

29

30

31

表 提案団体が市のみとなる重点事項

※関係府省からの第2次回答、第46・47回提案募集検討専門部会の資料を基に本紙が作成した。

祝辞を述べる岡下会長

式辞を述べる原田総務副大臣

（3） 平成28年10月25日 第1992号全 国 市 議 会 旬 報
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「
平
成
28
年
度
市
議
会
の
活
動
に
関
す
る
実
態
調
査
結
果
」
に
つ

い
て
、
今
号
（
下
）
で
は
、
▽
議
会
基
本
条
例
の
制
定
状
況
・
議
会

報
告
会
の
開
催
状
況
▽
議
員
間
討
議
の
規
定
状
況
▽
休
日
・
夜
間
議

会
の
開
催
市
数
―
な
ど
を
掲
載
す
る
（
本
文
中
の
括
弧
内
の
数
字
は
、

※調
査
対
象
市
区
数
に
対
す
る
割
合
）
。

※
調
査
対
象
市
区
数

▽
23
年
�
8
0
9
市
区
▽
24
年
�
8
1
1
市
区

▽
25
年
�
8
1
2
市
区
▽
26
年
�
8
1
3
市
区

▽
27
年
�
8
1
3
市
区

議議
会会
基基
本本
条条
例例
のの
制制
定定
状状
況況

・・
議議
会会
報報
告告
会会
のの
開開
催催
状状
況況

議
会
基
本
条
例
を
制
定
し
て
い

る
市
は
4
4
4
市
区（
54
・
6
％
）

と
な
り
、
は
じ
め
て
5
割
を
超
え

た
。議

会
報
告
会
を
開
催
し
て
い
る

市
は
4
0
3
市
区
（
49
・
6
％
）

だ
っ
た
。

本
紙
で
は
、
近
5
年
の
制
定
状

況
・
開
催
状
況
に
つ
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
調
査
結
果

か
ら
抜
粋
し
て
、

1
つ
の
表
に
ま
と

め
た
（
表
①
）
。

制
定
状
況
・
割
合
、
開
催
状
況
・

割
合
は
、
毎
年
、
そ
れ
ぞ
れ
同
様

に
増
え
て
い
る
。

議議
員員
間間
討討
議議
のの
規規
定定
状状
況況

議
員
間
（
自
由
）
討
議
を
規
定

し
て
い
る
市
は
4
4
8
市
区
（
55

・
1
％
）
と
な
っ
た
。
こ
の
う
ち
、

実
施
し
た
市
は
2
7
1
市
区
（
33

・
3
％
）
だ
っ
た
。

調
査
を
開
始
し
た
23
年
か
ら
の

近
5
年
の
規
定
・
実
施
市
数
の
推

移
を
グ
ラ
フ
①
と
し
て
掲
載
し
た
。

毎
年
、
規
定
市
数
・
割
合
、
実
施

市
数
・
割
合
と
も
に
増
え
て
い
る
。

休休
日日
・・
夜夜
間間
議議
会会
のの
開開
催催
市市
数数

休
日
議
会
を
開
催
し
て
い
る
市

は
19
市
（
2
・
3
％
）
だ
っ
た
。

前
年
の
17
市
区
か
ら
2
市
増
え
た
。

近
5
年
を
見
る
と
、
23
年
か
ら
25

年
は
19
市
区
開
催
し
て
い
る
。

夜
間
議
会
を
開
催
し
て
い
る
市

は
3
市
（
0
・
4
％
）
だ
っ
た
。

前
年
の
2
市
か
ら
1
市
増
え
た
。

近
5
年
を
見
る
と
、
2
市
が
23
年

か
ら
27
年
ま
で
毎
年
開
催
し
、
23

年
と
27
年
は
ほ
か
に
1
市
ず
つ
開

催
し
て
い
る
。

調
査
結
果
で
は
、
休
日
・
夜
間

議
会
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
開
催

内
容
、
傍
聴
者
数

な
ど
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
。

そそ

のの

他他

電
子
表
決
（
押
し
ボ
タ
ン
式
表

決
）
シ
ス
テ
ム
の
導
入
は
、
前
年

よ
り
17
市
増
の
60
市
区
（
7
・
4

％
）
。
調
査
開
始
の
24
年
は
20
市

区
（
2
・
5
％
）
で
あ
り
、
25
年

は
28
市
区
（
3
・
4
％
）
で
前
年

よ
り
8
市
増
、26
年
は
43
市
区（
5

・
3
％
）
で
同
15
市
増
な
の
で
、

増
加
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
新

規
に
導
入
し
た
市
区
の
数
自
体
も

毎
年
伸
び
て
い
る
。

前
回
か
ら
新
た
に
調
査
し
た
項

目
で
あ
る
▽
議
会
独
自
の
フ
ェ
イ

ス
ブ
ッ
ク
の
実
施
▽
議
会
独
自
の

ツ
イ
ッ
タ
ー
の
実
施
▽
議
会
と
大

学
等
と
の
協
定
の
締
結
▽
議
会
モ

ニ
タ
ー
制
度
の
採
用
▽
議
会
の
パ

ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
実
施
▽
住

民
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
実
施
▽
議

会
に
よ
る
事
務
事
業
評
価
の
実
施

▽
会
議
資
料
の
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化

の
導
入
―
に
つ
い
て
の
結
果
は
表

②
の
通
り
で
あ
る
。

市市
議議
会会
のの
活活
動動
にに
関関
すす
るる
実実
態態
調調
査査
結結
果果（（
下下
））

▽
相
馬
市
（
福
島
県
）

〒
9
7
6
―
8
6
0
1

福
島
県

相
馬
市
中
村
北
町
63
―
3

電
話
番
号
、
フ
ァ
ク
ス
番
号
は
変

更
な
し

▽
射
水
市
（
富
山
県
）

〒
9
3
9
―
0
2
9
4

富
山
県

射
水
市
新
開
発
4
1
0
―
1

�
0
7
6
6
―
5
1
―
6
6
1
0

ＦＡＸ
0
7
6
6
―
5
1
―
6
6
4
5

▽
朝
来
市
（
兵
庫
県
）

〒
6
6
9
―
5
2
9
2

兵
庫
県

朝
来
市
和
田
山
町
東
谷
2
1
3
―

1�
0
7
9
―
6
7
2
―
1
9
3
0

ＦＡＸ
0
7
9
―
6
7
2
―
1
9
3
1

本
紙
11
月
5
日
付
け
第

1
9
9
3
号
は
、
第
1
9

9
4
号
と
併
せ
、
11
月
15

日
付
け
第
1
9
9
3
・
4

号
と
し
て
発
行
し
ま
す
。

27年

53市区（6．5％）

23市区（2．8％）

8市 （1．0％）

16市 （2．0％）

60市 （7．4％）

24市区（3．0％）

38市 （4．7％）

56市区（6．9％）

26年

39市区（4．8％）

20市区（2．5％）

6市 （0．7％）

17市 （2．1％）

103市区（12．7％）

35市 （4．3％）

41市 （5．0％）

39市区（4．8％）

調査項目

議会独自のフェイスブックの実施

議会独自のツイッターの実施

議会と大学等との協定の締結

議会モニター制度の採用

議会のパブリックコメントの実施

住民アンケート調査の実施

議会による事務事業評価の実施

会議資料のペーパーレス化の導入

27年

444市区
（54．6％）

403市区
（49．6％）

26年

401市区
（49．3％）

394市区
（48．5％）

25年

322市区
（39．7％）

331市区
（40．8％）

24年

222市
（27．4％）

253市区
（31．2％）

23年

158市
（19．5％）

156市区
（19．3％）

議会基本条例制定

議会報告会開催

新新
庁庁
舎舎
落落
成成

表① 議会基本条例制定状況・議会報告会開催状況の推移

表② 前回から新たに調査した項目の結果

※括弧内の％は調査対象市区数に対する割合
※過去の調査結果とあわせて本紙が作成した。

※括弧内の％は調査対象市区数に対する割合
※前回の調査結果とあわせて本紙が作成した。

グラフ① 議員間討議の規定市数・割合、
実施市数・割合（近5年）

：規定市区数（左目盛）
：実施市区数（規定市区数の内数）（左
目盛）

折れ線グラフ（破線）：規定割合（右目盛）
折れ線グラフ（実線）：実施割合（右目盛）
※上記の割合は全て調査対象市区数に対する割合
※過去の調査結果とあわせて本紙が作成した。

お
知
ら
せ
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